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衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
小
学
生
の
登
下
校
に
お
け
る
安
全
の
確
保
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
登
下
校
時
に
お
け
る
子
供
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
総
合
的
な
防
犯
対
策
の
強
化

が
急
務
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
「
登
下
校
防
犯
プ
ラ
ン
」
（
平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日
登
下
校
時
の
子
供
の
安
全
確
保

に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
決
定
）
に
従
っ
て
、
①
関
係
者
が
防
犯
対
策
に
つ
い
て
意
見
交
換
等
を
行
う
「
地
域
の
連
携
の
場
」

の
構
築
等
に
よ
る
「
地
域
に
お
け
る
連
携
の
強
化
」
、
②
通
学
路
に
お
け
る
防
犯
カ
メ
ラ
の
緊
急
的
な
整
備
の
た
め
の
支
援

等
に
よ
る
「
通
学
路
の
合
同
点
検
の
徹
底
及
び
環
境
の
整
備
・
改
善
」
、
③
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
し
た
上
で
の
警
察
署
と

学
校
と
の
間
の
不
審
者
情
報
等
の
共
有
等
に
よ
る
「
不
審
者
情
報
等
の
共
有
及
び
迅
速
な
対
応
」
、
④
学
校
内
外
で
見
守
り

活
動
等
を
行
う
学
校
安
全
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
養
成
、
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
活
動
の
支
援
等
に
よ
る
「
多
様
な
担
い
手

に
よ
る
見
守
り
の
活
性
化
」
、
⑤
子
供
に
危
険
予
測
・
回
避
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
実
践
的
な
防
犯
教
育
の
推
進
等
に
よ

る
「
子
供
の
危
険
回
避
に
関
す
る
対
策
の
促
進
」
等
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
般
、
御
指
摘
の
事
件
の
発
生
を
受
け
て
、
令
和
元
年
五
月
二
十
九
日
に
「
登
下
校
時
の
子
供
の
安
全
確
保
に
関
す
る
関

係
閣
僚
会
議
」
を
開
催
し
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
関
係
閣
僚
に
対
し
て
、
子
供
の
安
全
を
何
と
し
て
も
守
ら
な
け
れ
ば

一



な
ら
な
い
と
の
決
意
の
下
、
①
徹
底
し
た
捜
査
に
よ
る
当
該
事
件
の
全
容
解
明
と
関
係
省
庁
で
の
情
報
の
共
有
、
②
警
察
官

の
重
点
的
な
警
戒
・
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施
等
に
よ
る
通
学
路
の
安
全
確
保
の
徹
底
、
③
警
察
や
学
校
が
把
握
し
た
不
審
者
情

報
の
共
有
の
仕
組
み
の
強
化
等
に
よ
る
不
審
者
情
報
の
共
有
と
迅
速
な
対
応
の
徹
底
の
三
点
に
つ
い
て
取
組
を
進
め
る
よ
う

改
め
て
指
示
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
登
下
校
防
犯
プ
ラ
ン
」
に
従
っ
た
取
組
に
加
え
、
ま
ず
は
政
府
一
丸
と
な
っ
て

こ
れ
ら
の
三
点
の
取
組
を
早
急
に
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
地
域
社
会
か
ら
の
孤

立
等
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
地
域
住
民
が
日
常
生
活
を
営
み
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
参
加
す
る
機
会
が
確
保

さ
れ
る
上
で
の
各
般
の
課
題
の
解
決
に
資
す
る
た
め
、
各
市
町
村
に
お
い
て
当
該
課
題
の
解
決
に
資
す
る
支
援
が
包
括
的
に

提
供
さ
れ
る
体
制
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
に
基

づ
き
、
生
活
困
窮
者
の
自
立
の
促
進
を
図
る
た
め
、
各
都
道
府
県
等
に
お
い
て
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
就
労
支
援
も
含
め
た

包
括
的
な
支
援
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
取
組
が
着
実
に
実
施
さ
れ
る
よ

う
必
要
な
支
援
を
行
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二


